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１ 介護福祉士修学資金等貸付の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）実施主体 

   社会福祉法人福島県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）です。 

 

（2）貸付対象者 

   次の要件を満たす方で、卒業後、福島県内において介護福祉士・社会福祉士の業務に

従事しようとする方です。 

   ①学業成績が優秀であって、かつ、修学のための同種の資金を他から借り受けていな

い（日本学生支援機構からの資金を除く。）次のいずれかに該当する方です。 

    ア 県内に住民登録をしている者 

        イ 県内の養成施設に修学する者 

ウ 県外の養成施設に修学する者にあっては、入学までに県内に１年以上住所を

有していた者 

※世帯の収入は、日本学生支援機構による世帯収入（第一種）の上限が目安です。 

 ②家庭の経済状況等から貸付けが必要と認められる者 

③上記アからウの要件を満たし、養成施設等を卒業後、県内において取得した資格

に基づく業務に従事しようとする者 

※外国人留学生の場合は、成年者であり、本貸付を理解し、申請書類を自署でき 

る者とします。 

 

（3）貸付期間 

   貸付期間は、養成施設等に在学する期間です。ただし、正規の修学期間を限度としま

す。 

 

（4）貸付内容等 （下記の金額を上限として貸付けます。） 

①修学金    ５０，０００円以内（月額。交付は年２回に分けて行います。） 

②入学準備金 ２００，０００円以内（初回の貸付時。貸付の対象があります。） 

③就職準備金 ２００，０００円以内（最終回の貸付時。貸付の対象があります。） 

④国家試験受験対策費 ４０，０００円以内（介護福祉士養成施設の卒業年度に限ります。） 

貸付申請時に生活保護受給世帯（これに準ずる経済状況にある世帯も含む）の方につい

ては、上記の貸付内容に加えて生活費の一部に充当できる費用を加算することができま

す。加算額は、貸付申請時の年齢及び居住地により異なります。また、この加算額は、

貸付申請時からの加齢や居住地が変更されても一旦決定した金額は変更できません。

（金額は、およそ 40,000円前後）以内となります。 

  ⇒ 詳しくは福島県社会福祉協議会にお問い合わせください。（電話 024－523－1256） 

【修学資金の概要】 

１ この資金は、福島県における介護福祉士または社会福祉士の確保を図るため、「社会 

福祉士及び介護福祉士法」に基づく学校、養成施設（以下「養成施設等」といいます。）

を卒業後、資格を取得し、福島県内において介護・相談援助業務等に従事しようとする

方に無利子で貸付けます。 

２ 養成施設等を卒業後、１年以内に国家資格を取得し、福島県内において社会福祉士及 

び介護福祉士法に定める相談援助・介護等の業務に従事し、かつ、引き続き５年間従事 

した場合は、貸付けた修学資金の全部の返還を免除するほか、一定の事由に該当する場 

合は、貸付けた修学資金の全部または一部の返還が免除されることがあります。 
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（5）資金の交付 

   貸付契約後、貸付金は、年２回（４月、９月）に分け指定の口座に振り込みます。 

    ※貸付決定後の第１回目の修学資金等の交付は契約締結後となります。 

    ※就職準備金について卒業年の３月に送金となります。 

 

（6）連帯保証人 

   連帯保証人が必要となります。貸付けを希望する方が未成年の場合は、親権者または

後見人です。ただし、修学資金の返還が求められた際に債務を負担できる方が必要です。 

   連帯保証人は、貸付けを受けた方が修学資金の返還を求められ、修学資金の返還を行

わない場合は全ての返還債務を負担し、返済していただきます。 

  ※外国人留学生の連帯保証人は、原則として福島県内に住民登録があり、かつ日本国籍

を有する方または永住者とします。 

 

（7）貸付利子 

①貸付利子は、無利子です。 

  ②返還（返済）が開始され、定められた日までに返還されない場合は、返還すべき額に

つき年５パーセントの延滞利子を返還金と合わせて納入していただきます。 

 

（8）修学資金の返還免除 

   養成施設等を卒業した日から１年以内に介護福祉士登録又は社会福祉士登録を行い、

福島県内の福祉施設等において介護または相談援助業務等の業務に従事し、かつ、５年

間引き続きその業務に従事した場合には修学資金の返還が免除されます。 

※詳しくは、「福島県介護福祉士修学資金等貸付実施要領」をご覧ください。 

※平成 29 年度から平成 33 年度までに養成施設を卒業した方については、介護福祉士

試験に合格しなくても、卒業年度の翌年度から５年間は介護福祉士となる資格を有する

者とする経過措置が設けられており、これに該当する方は、返還免除対象となります。 

 

２ 申請手続き等 
   修学資金の貸付を希望する場合は、以下により、在学する養成施設等を経由して社会 

福祉法人福島県社会福祉協議会（略称「県社協」）に提出してください。 

 

（1）必須提出書類 

  ①介護福祉士等修学資金貸付申請書（様式１） 

  ②養成施設等の長の推薦書（様式２） 

  ③住民票の抄本 

  ④県外に住民登録をされている方は、養成施設等に入学までに、福島県に住所を有して

いたことを証明する書類。（例：住民票の抄本、戸籍謄本の附票、当時の学生証など） 

  ⑤申請者又は申請者と生計を一つにする家族の収入を証明する書類。（会社員の場合は、

直近の源泉徴収票、それ以外の方は、課税（所得）証明書。） 

⑥連帯保証人となる方で会社員の方は直近の源泉徴収票（写しで可）、それ以外の方は

課税（所得）証明書。 

  ⑦入学時に年齢が４５歳以上であり、かつ離職して２年以内の場合は離職証明書。 
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（2）その他の提出書類（下記事項に該当する場合、必須書類に加えて提出） 

〈入学後、家庭の経済状況の変化等により学費の支払いが困難になった場合〉 

① 学費の支払いが困難になったことを証明できる書類 

 ※随時受付 

 

〈生活保護受給世帯又は市町村県民税非課税世帯に属する場合〉 

① 在学する高校からの学業に関する調査書、または内申書 

② 福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書 

③ 貸付に関する福祉事務所長の意見書（様式３） 

④ 福祉事務所長が発行する「保護変更決定通知書」の写し、又は保護決定の変更が 

行われたことが確認できる書類 

⑤ 推薦入学が決定した者については、養成施設の推薦入学合格証の写し 

 

〈外国人留学生の場合〉 

  ①「国籍・地域」「在留資格」「在留期間」「在留期間等の満了日」の記載ある住民票 

   

（3）同種の修学のための資金を他から借り受けている場合や、求職者支援制度を利用して

ハローワーク、テクノアカデミー等を通じて在学する場合は、本修学資金の貸付を受け

られません（日本学生支援機構からの借り入れを除く）。 

 

（4）県社協会長は、提出された書類の審査等により、修学資金の貸付を受ける者の選考を

行い、その結果を在学する養成施設等を通して通知します。（審査内容は開示しません。） 
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３ 申込み・貸付審査・貸付決定時の手続き 

 

（１）修学資金の申込み 

            ①「介護福祉士修学資金等貸付申請書」は養成施設等の窓口で受 

け取り、必要事項を記入したのち、添付書類と併せて養成施設 

等に提出してください。なお、「介護福祉士修学資金等貸付申 

請書」の欄外の備考には申請に必要な添付書類を記載していま 

すので確認してください。（必要書類の数は各１通です。） 

※入学後、家庭の経済状況の変化等により学費の支払いが困 

 難になった場合は、随時受付します。 

 

 

 

②申請書類は、養成施設等から県社協に送付され、県社協が審査 

し、貸付けの可否を決定します。 

            ③審査の結果は、「介護福祉士修学資金等貸付（承認・不承認） 

決定通知書」により、県社協から養成施設等を経由し、申請者 

に通知します。 

             ※生活保護受給者やこれに準ずる世帯の方は、養成施設等への 

              入学前に「貸付決定（不承認）通知書」により通知します。 

 

④修学資金の貸付けが決定となった方は、通知の日から起算して 

１４日以内に左記の書類に記入、署名及び押印のうえ、養成施 

設等を経由して県社協に提出してください。 

（金銭消費貸借契約書には２通とも収入印紙を貼付してくだ 

さい。印紙代は決定通知の際にお知らせします。） 

            ⑤修学資金は、１年間分を分割して交付します。（４月、９月） 

             ※貸付決定後の第 1 回目の修学資金等の交付は６月頃となり 

ます。 

ただし、契約書等の必要書類の提出状況により貸付金の交付 

が遅延します。 

 

            ※貸付を辞退するときは、当該年度の第 1 回目の送金、または各 

送金が行われる月の１か月前までに、「介護福祉士修学資金 

等・貸付停止・再開辞退届」を所属する養成施設等を経由して 

県社協に提出してください。 

 

            ※1年以上の休学や停学、養成施設等の退学、あるいは、養成施 

設等を卒業しても、福島県内で法に定める（社会福祉施設等な 

ど）職種に就労をし、業務を行わない場合は、貸付けた修学資 

金等の全額が「一括返還」となりますので、借受申込みの際は 

十分ご検討ください。 

 

修学資金の貸付

申請 

貸付の審査 

・金銭消費貸借 

契約書（2通） 

・誓約書 

・修学資金送金 

口座（申込・ 

変更）申請書 

の提出 

・個人情報の取 

扱同意書 

・借用証書 
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（２）養成施設等の在学時の手続き 

 

            ①複数年度にわたり修学資金の貸付を受けるときは、「在学届」 

（養成施設等の長が証明したもの）を毎年４月１０日までに県 

社協に提出してください。 

 

 

 

 

            ②養成施設等を休学・停学、または留年となったときは、「介護 

福祉士修学資金等・貸付停止・再開・辞退届」を、修学資金を 

交付する時期（4 月、9 月）の１か月までに養成施設等に提出 

してください。 

              ※休学・停学の期間中は貸付けが休止（停止）となります。 

            ③復学したときは、「介護福祉士修学資金等・貸付停止・再開・ 

辞退届」で復学の報告を養成施設等を経由して県社協に提出し 

てください。 

 

 

 

 

④退学等による理由を含め貸付を辞退するときは、速やかに「介 

護福祉士修学資金等・貸付停止・再開・辞退届」及び「返還届」 

を養成施設等を経由して県社協に提出してください。 

県社協から「介護福祉士修学資金等返還通知書」を送付します。 

 

⑤貸付けた修学資金は、返還通知書に基づき返還（返納）期間内 

に返還してください。 

 

 

※返還が滞った場合は、「連帯保証人」に債務の全額を請求し 

返還していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在学届の提出 

（毎年・4月） 

休学・停学す

る、留年、また

は復学する場

合 

貸付を辞退す

る場合 
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（３）養成施設等の卒業及び就職後の手続き 

   養成施設等を卒業し、１年以内に国家試験を受験し、資格を取得し、福島県内におい 

て別表に定める社会福祉施設等で、介護または相談援助業務等の業務に従事した場合に 

は、その業務の従事期間中は修学資金の返還が猶予され、さらには、指定した期間以上 

その業務に従事した場合には貸付けた修学資金を免除することができます。（※上記に 

該当しない場合は、貸付けた修学資金等を全額返還していただきます。） 

 

       ①養成施設等を卒業した場合は卒業したときから１４日以内に 

             「卒業届」（就職内定通知等の写しを添付）を養成施設等を経

由して県社協に提出してください。 

②介護福祉士、または社会福祉士の資格を取得した場合は、速や 

かに国家資格者としての登録を行い、「資格取得届」に登録証 

の写しを添付し、県社協に提出してください。 

あわせて、別表に定める社会福祉施設等において、介護または 

相談援助業務等の業務に従事した場合は「業務従事届」及び「介 

護福祉士修学資金等返還猶予申請書」を速やかに提出してくだ 

さい。提出先は県社協となります。 

 

            ③県社協は審査を行い、その結果を申請者に通知します。 

 

 

 

 

            ④資格取得後、福島県内において別表に定める社会福祉施設等で、 

介護または相談援助業務等の業務に従事している期間は返還 

猶予となります。返還猶予期間中は毎年４月に、及び勤務先・ 

従事する職種に変更のあった都度に「業務従事届」を県社協に 

提出してください。 

            ⑤休職・退職等となった場合は、返還を開始していただきます。 

             （猶予できる場合もありますのでご相談ください。） 

            ⑥５年間継続して、別表に定める福島県内の社会福祉施設等にお 

いて、介護または相談援助業務等の業務に従事すると、返還債 

務が申請により免除となります。（勤務期間は勤務する地域、 

または職種により異なることがありますのでご相談くださ 

い。） 

 

 

            ⑦５年間、引き続き別表に定める社会福祉施設等で、介護または 

相談援助業務等の業務に従事した場合は、「介護福祉士修学資 

金等返還免除申請書」に、返還免除申請時の業務従事先におけ 

る「業務従事届」を添えて県社協に提出してください。 

            ⑧返還免除が決定した後、お預かりしている「借用証書」をお返 

しします。（これで、修学資金の返済は全額免除となる。） 

 

 

・卒業届（※） 

・資格取得届 

・業務従事届 

・返還猶予申請 

返還猶予決定 

業務従事届 

（返還猶予期間中

は毎年 4 月、及び

職場等の変更のあ

った都度提出） 

・返還免除申請 

・借用証書の返 

 還 
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（別 表） 修学資金の返還債務の免除に係る対象業務 

 

※詳細については、昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通

知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の

業務の範囲について」別添１及び別添２を参考のこと。 

 

１ 福島県内において以下の施設、職種で業務に従事すること 

（1）昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務

の範囲等について」の別添１の相談援助業務の範囲に定める職種。 

（例）児童養護施設、知的障害児施設等の児童指導員、救護施設の生活指導員、特別

養護老人ホーム・老人デイサービスセンターの生活相談員、市町村社会福祉協

議会の福祉活動専門員 等 

（2）昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務

の範囲等について」の別添２の介護等の業務の範囲に定める職種。 

（例）老人デイサービスセンター・特別養護老人ホームの介護職員、指定居宅サービ

スの訪問介護員、身体障害者更生施設における介護職員 等 

（3）昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務

の範囲等について」の別添１及び別添２に定める当該施設の長。 

 

２ 全国を区域とする以下の施設において業務に従事すること 

（1）国立身体障害者リハビリテーションセンター 

（2）国立光明寮 

（3）国立保養所 

（4）国立児童自立支援施設 

（5）国立知的障害児施設  等 

 

 ※国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であ

って、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条第２項の委任を受けた施設、

医療型障害児入所施設「整肢療護園」、「むらさき愛育園」及び独立行政法人国立重

度障害者総合施設のぞみ園が設置する施設を含む。 
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（４）修学資金の返還の場合 

   養成施設等を１年以上休学し、または停学・退学となった場合、若しくは養成施設等 

  を卒業後、指定する期間内に福島県内の別表に定める社会福祉施設等において、介護ま 

  たは相談援助業務等の業務に従事しなかった場合には、貸付けた修学資金を全額（一部 

  免除された場合はその金額を除く。）返還することになり、次の手続きを行っていただ 

きます。 

 

①修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」といいます。） 

は返還となる事由が発生した日から１４日以内に「返還届」を 

県社協に直接、提出してください。 

その後、県社協から「介護福祉士修学資金等返還通知書」及び

「預金口座振替依頼書」を送付し、改めて返還方法について通

知します。 

なお、上記通知が届き次第「預金口座振替依頼書」に必要事項 

記入のうえ、速やかに県社協へ返送してください。 

 

※連帯保証人とも返還通知書の内容を確認しておいてくださ 

い。 

 

②「介護福祉士修学資金等返還通知書」に記載された返還方法に 

より、直ちに返還していただきます。 

③返還金は、「預金口座振替依頼書」により提出のあった金融機 

関の口座から自動引落により返還していただきます。 

            ④納付指定日を過ぎた場合は、返還すべき額に年５％の延滞利子 

を加算し、徴収します。 

 

⑤返還が完了した場合は、県社協がお預かりしている「借用証書」 

をお返しします。 

 

 

 

 

（５）その他の手続き 

①借受人、または連帯保証人に住所等の変更があった場合は、そ 

の都度、借受人にあっては「介護福祉士修学資金等貸付借受人 

異動事項等届出書」、連帯保証人の場合は「介護福祉士修学資    

金等貸付連帯保証人届出事項変更書」により、直ちに県社協に

提出してください。 

養成施設等に在学中に住所等の変更があった場合は、養成施設 

等を経由して速やかに県社協に報告してください。 

            ②貸付を受けていた者が、従事していた職種に変更があった場合、 

勤務先を変更した場合、または転職した場合など、届出事項に 

変更があった都度、直ちに県社協に報告してください。 

返還届の提出 

修学資金の 

返還 

修学資金の 

返還完了 

住所・氏名・勤

務先等を変更

した場合（届出

内容に変更が

あった場合） 
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４ 手続きに必要な提出書類 

【在学中】 

（1）必ず提出しなければならないもの 

事  項 提出書類 様 式 備  考 

貸付を申請するとき 介護福祉士修学資金等貸

付申請書 

様式１ ※貸付審査後、県社協は介 

護福祉士修学資金等貸 

付申請結果通知書を、推 

薦のあった養成施設等 

の長を経由して申請者 

に通知しますので、14 

日以内（「貸付が決定し 

たとき」）に必要な書類 

を、在学する養成施設等 

を経由して県社協に提 

出してください。 

 

※「福祉事務所長意見書」 

 は、該当する方のみで 

す。 

住民票の抄本 

又は戸籍謄本の付表 

市区町村指

定のもの 

推薦書 様式２ 

※福祉事務所長意見書 様式３ 

貸付が決定したとき 介護福祉士修学資金等金

銭消費貸借契約書 

様式５ 

誓約書 様式６ 

介護福祉士修学資金等送

金口座（申込・変更）申請

書 

様式７ 

個人情報取扱同意書 

（借受人及び連帯保証人） 

様式８ 

借用証書 様式９ 

複数年度にまたがる貸

付を受けるとき 

在学届 様式 10 ※毎年度、４月 10 日まで 

県社協に必ず提出。 

 

（2）貸付の決定の後、変更がある場合、または貸付が解除になった場合に提出するもの 

変更事項 提出書類 様 式 備  考 

養成施設等に修学して

いる者及び連帯保証人

の住所・氏名・勤務先等

の変更 

介護福祉士修学資金等貸付

借受人異動事項等届出書 

様式 11  

介護福祉士修学資金等貸付

連帯保証人届出事項変更書 

様式 12 

休学・転学・停学等 貸付停止・再開・辞退届（休

学・停学・退学・復学等） 

様式 13 貸付を停止します 

留年したとき 理由により貸付期間の延

長をします 

復学したとき 貸付を再開します 

退学したとき 

貸付を辞退するとき 

貸付解除となったとき 

貸付停止・再開・辞退届（休

学・停学・退学・復学等） 

様式 13 返還開始通知書を送付し

ますので、返還計画に基づ

き、指定のあった金融機関

から自動引落により返還

していただきます。 

介護福祉士修学資金等・返還

届 

様式 19. 

死亡したとき 介護福祉士修学資金等貸付

借受人異動事項等届出書 

様式 11 ※死亡診断書等、事実を確

認できる書類を添付して

県社協に直ちに届出して

ください。 

介護福祉士修学資金等・返還

届 

様式 19 
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【卒業後】 

 

（1）必ず提出しなければならないもの 

事  項 提出書類 様 式 備  考 

卒業（貸付修了）したと

き及び就職したとき 

卒業届（就職内定通知等を

添付） 

様式 14 卒業したときから 14日以

内に県社協に提出 

資格取得届 様式 15 国家資格の登録証の写し

を添付 

業務従事届 様式 16 職場の公印が必要 

氏名・住所・勤務先（連

帯保証人を含む）等の変

更があったとき 

介護福祉修学資金等貸付

借受人異動事項等届出書 

様式 11 借受人に変更事項が生じ

た場合 

介護福祉士修学資金等貸

付連帯保証人届出事項変

更書 

様式 12 連帯保証人の届出事項に

変更が生じた場合 

 

 

（2）返還猶予を希望する場合に提出するもの 

事  項 提出書類 様 式 備  考 

別表に定める社会福祉

施設等において介護ま

たは相談援助業務等の

業務に従事したとき 

業務従事届 様式 16 返還猶予期間中は毎年 4

月 10 日までに提出 

介護福祉士等修学資金返

還猶予申請書 

様式 17 就職した年月日を必ず記

入してください。 

在学中、他の養成施設等

へ進学したとき、または 

就職活動中（卒業後１年

以内のみ）の場合 

在学届 様式 10 他の養成施設等への進学

とは、介護福祉士指定養成

施設の学生が社会福祉士

指定養成施設へ、社会福祉

士指定養成施設の学生が

介護福祉士指定養成施設

へ進学した場合です。 

介護福祉士修学資金等返

還猶予申請書 

様式 17 

災害・疾病等により業務

に従事できないとき 

介護福祉士修学資金等返

還猶予申請書 

様式 17 医師の診断書、罹災証明書 

等を添付してください。 

介護福祉士・社会福祉の

資格取得ができなかっ

たとき（養成施設等を卒

業した年度のみ） 

介護福祉士修学資金等返

還猶予申請書 

様式 17 次年度の国家試験の受験

意思が確認できれば返還

猶予される場合がありま

す。 
国家試験受験票の写し  
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（3）返還猶予の事由に変更があった場合、または返還免除申請に提出するもの 

事  項 提出書類 様 式 備  考 

業務従事先を変更したと

き（職場を変更したとき、

人事異動で職場が変わっ

たとき） 

介護福祉士修学資金等

貸付借受人異動事項等

届出書 

様式 11  

業務従事届（新しい勤

務先の勤務状況） 

様式 16 新しい勤務先から、証明

してもらいます。 

業務従事中に疾病または

都合により、業務に従事で

きなくなったとき（または

一部免除の申請をすると

き） 

介護福祉士修学資金等

返還免除申請書 

様式 21 修学資金の貸付期間以

上、別表の社会福祉施設

等で介護・相談業務に従

事した場合のみ、返還債

務の一部が免除になる場

合があります。 

業務従事届 様式 16 

貸付条件に定める業務に、

一定期間以上勤務したと

き（修学資金の返還免除に

該当する場合） 

介護福祉士修学資金等

返還免除申請書 

様式 21 返還免除が決定される

と、借用証書が返還され

ます。 業務従事届 様式 16 

 

 

【修学資金等の貸付条件に反した場合】 

 

＜返還に至った場合、提出するもの＞ 

事  項 提出書類 様 式 備  考 

返還しなければならない

事項に該当 
返還届 様式 19 

事実の発生した年月日を

記入し速やかに提出。 

介護福祉士修学資金等返

還通知書受理後 

預金口座振替依頼書  様式は本会から送付しま

すので、必要事項の記入

及び金融機関への届出印

を押印し、速やかに県社

協に提出。 
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（1） 福島県介護福祉士修学資金等貸付実施要領 
 

（目 的） 

第１ この実施要領は、介護福祉士の養成に係る施設又は社会福祉士の養成に係る施設に 

在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学に係る資金を 

貸付けるための必要な事項を定めることにより、福祉・介護人材の育成及び確保並びに 

定着を支援することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２ この実施要領において「養成施設」とは、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 

年法律第 30 号。以下「法」という。）第 7 条第 2 号又は第 3 号及び第 40 条第 2 項第 1 

号から第 3 号までの規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は福 

島県知事が指定した「社会福祉士養成施設」及び「介護福祉士養成施設」をいう。 

 

（実施主体） 

第３ この修学に係る貸付は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会（以下「県社協」とい 

う。）が行うものとする。 

 

（貸付対象者） 

第４ 修学資金の貸付の対象は、養成施設に在学する者で、養成施設を卒業後、福島県内 

（以下「県内」という。）において別表に定める介護又は相談援助の業務（以下「返還免除 

対象業務」という。）に従事しようとする者であって、次の要件を満たす者とする。 

ア 県内に住民登録をしている者 

イ 県内の養成施設に修学する者 

ウ 県外の養成施設に修学する者にあっては、入学までに県内に１年以上住所を有し 

ていた者 

エ 学業成績が優秀であって、家庭の経済状況等から貸付が必要と認められ、かつ、 

修学のための同種の資金を他から借り受けていない（日本学生支援機構からの資金 

を除く。）者 

オ 上記アからウにより養成施設を卒業後、県内において取得した資格に基づく業務 

に従事しようとする者 

２ 貸付申請時において、生活保護世帯又はこれに準ずる経済上にある世帯に属し、貸付 

申請日の属する年度又は前年度において、次のいずれかにある者。 

ア 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 295 条第 1 項に基づく 

市町村民税の非課税 

  イ 地方税法第 323 条に基づく市町村民税の減免 

  ウ 国民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）第 89 条又は第 90 条に 

基づく国民年金の掛金の減免 

  エ 国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 77 条に基づく保険料の減免又は徴 

収の猶予 

 

（貸付金の種類及び貸付額） 

第５ 貸付けを行う貸付金の種類及び貸付額は以下のとおりとする。ただし、社会福祉士短

期養成施設等に在学する者である場合にあっては、(1)または(2)のいずれかに限るものと

する。 
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 （1）入学準備金 

     養成施設に入学するため初回の貸付時に限り、200,000 円以内。 

（2）就職準備金 

     養成施設の卒業時の最終回の貸付時に限り、200,000 円以内。 

 （3）授業料等として 

     養成施設の在学時の授業料、実習費等として、月額 50,000 円以内。 

（4）国家試験受験対策費用 

     介護福祉士の養成施設が通常の教育課程とは別に実施する又は民間機関等が実 

施する介護福祉士の国家試験受験対策講座の受講費、模擬試験の受験料又は参考 

図書等の購入費等として一年度当たり 40,000 円以内。 

２ 第４の２の修学資金の貸付け申請時に、別に定める世帯又は経済状況にある世帯の 

 者に対し、養成施設に在学する期間の１月当たりの生活費として生活保護法の生活扶助 

 基準の居宅（第 1 類）に区分により生活費を加算し貸付けることができるものとする。 

 ただし、貸付け後の加齢や転居等による場合や、生活扶助基準額の見直しがあった場合 

 においても貸付期間中の加算額の見直しは行わないものとする。 

３ 前２の生活費の加算は、年齢及び居住地が同一の者に係る加算額は、同一年度において

同額とするものとする。 

４ 前２及び前３の生活費の加算は、生活保護の支給を同時に受けることはできないものと

する。 

 

（貸付対象者の推薦） 

第６ 修学資金の貸付を受けようとする者（以下「貸付申請者」という。）は、養成施設の

長からの推薦を要するものとする。 

 

（貸付期間） 

第７ 修学資金の貸付期間は、養成施設に在学する正規の修学期間とする。ただし、介護 

福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設に在学する者であって病気等の真にやむを得な 

い事情によって留年した場合は修学資金の貸付期間に含めることができるものとする。 

 

（貸付方法及び利子） 

第８ 修学資金の貸付は、県社協会長と第４の貸付対象者との契約により貸付けるものと 

する。 

２ 貸付金の交付は、分割又は一括の方法によるものとし、別に定める。 

３ 修学資金の貸付利子は、無利子とする。 

 

（貸付の申請） 

第９ 貸付申請者は、次の書類を在学する養成施設の長に提出するものとし、養成施設の長

は、別に定める期日までに推薦書（様式２）を添えて県社協会長に提出するものとする。 

（1）介護福祉士修学資金等貸付申請書（様式１） 

（2）住民票の抄本 

 （3）貸付申請者及び貸付申請者と生計を一つにする家族の所得がわかる書類 

 （4）養成施設の入学時、年齢が４５歳以上であって、離職して２年以内の場合は離 

職証明書 

２ 第４の１のウに該当する貸付申請者にあっては、前項の書類のほか、県内に１年以上住

所を有していたことを証明する書類をあわせて提出するものとする。 

３ 第４の２に該当する貸付申請者は、次の書類を併せて提出するものとする。 
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 （1）在学する高校からの学業に関する調査書、または内申書 

 （2）福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書 

（3）貸付に関する福祉事務所長の意見書（様式３） 

（4）福祉事務所長が発行する「保護変更決定通知書」の写し、又は保護決定の変更が 

行われたことが確認できる書類 

４ 前３に該当する貸付申請者のうち、在学する高校からの推薦を受け、養成施設が実施す

る推薦選考を受験し、合格した者は、前３に掲げる書類のほか、進学する養成施設の推薦

入学合格証の写しを併せて提出するものとする。 

５ 前３のほか、第４の２のアからエに属する世帯からの貸付申請者については、所在地の

自治体が発行するこれを証明する書類とする。 

６ 複数年度にわたり修学資金の貸付を受けようとする貸付申請者は、養成施設をとおし 

て貸付初年度を除いた毎年度４月 10 日まで（休日・祝日にあたる場合はその翌日まで。） 

に養成施設の長が証明する在学届（様式 10）を県社協会長に提出するものとし、提出期 

限までに在学届の提出がない場合は、当該年度の貸付を辞退したものとみなす。 

 

（連帯保証人） 

第 10 貸付申請者は連帯保証人を立てるものとし、連帯保証人は貸付申請者と連帯して貸 

付けた貸付金の返還の債務を負担するものとする。ただし、貸付申請者が未成年者であ 

る場合には、原則として連帯保証人は法定代理人とする。 

２ 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、債務を 

連帯保証できない状況にある場合は、債務を連帯して補償できる者を立てるものとする。 

３ 連帯保証人の住所又は連絡先、勤務先などの届出事項に変更がある場合は、介護福祉 

士修学資金等貸付連帯保証人届出事項変更書（様式 12）を県社協会長に提出しなければ 

ならない。 

 

（審査及び決定） 

第 11 県社協会長は、貸付申請者から提出のあった書類及び養成施設の長からの推薦書等

をもって審査し、貸付の可否を決定するものとする。 

２ 県社協会長は、前項による審査の結果を介護福祉士修学資金等貸付承認・不承認決定 

通知書（様式４）により、修学資金の貸付の推薦のあった養成施設をとおして貸付申請 

者に通知するものとする。 

３ 第９の３及び４による貸付申請者にあっては、貸付決定（不承認）通知書（様式４の２）

により貸付の可否を通知し、第９の３及び４により意見書の提出があった福祉事務所長に

その写をもって通知するものとする。 

 

（貸付に係る契約等） 

第 12 第 11 により修学資金の貸付の決定通知を受けた貸付申請者は、決定通知のあった日

から起算して 14 日以内に、次の書類を県社協会長に提出するものとする。 

（1）介護福祉士修学資金等金銭消費貸借契約書・２部（様式５） 

（2）誓約書（様式６） 

（3）介護福祉士修学資金等送金口座（申込・変更）申請書（様式７） 

（4）個人情報の取扱に関する同意書（様式８） 

（5）介護福祉士修学資金等貸付借用証書（様式９）（連帯保証人と連署したもの。以下 

同じ。） 

２ 前項による期間内に書類の提出がない場合は、修学資金の貸付を辞退したものとみな 

す。 
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（貸付金の交付） 

第 13 県社協会長は、第 12 により書類の提出があったときは、当該貸付決定に係る貸付 

金を交付するものとする。 

２ 貸付金の交付は、６月ごとの分割によるものとし、介護福祉士修学資金等送金口座（申 

込・変更）申請書（様式７）により申出のあった口座に振込により送金するものとす 

る。 

３ 前２による交付の時期は、４月に前期分として４月から９月までの修学資金を、又、 

９月に後期分として１０月から翌年３月までの修学資金をそれぞれ当該月の１５日に送 

金するものとし、送金日が金融機関の休業日のときは翌営業日に送金するものとする。 

ただし、養成施設に入学した当初の修学資金の交付の時期は、第 12 の契約締結後とす 

る。 

４ 養成施設への入学に係る入学準備金の貸付けを希望する貸付申請者は、養成施設に入 

学した後、第１回目の送金と併せて、又、養成施設の卒業後の就職に伴う準備金は、貸 

付を希望する申請者に対し修学期間の最終月に交付するものとする。 

 

（貸付の休止及び貸付契約の解除） 

第 14 県社協会長は、借受人（第 11 による貸付決定及び第 12 により貸付契約を締結した

者をいう。以下同じ。）が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停 

学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸 

付を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付された 

修学資金があるときは、その修学資金は、借受人が復学した日の属する月の翌月以後の 

分として貸付されたものとみなす。 

２ 県社協会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、当該借受人との貸付契約を 

解除するものとする。 

 （1）養成施設を退学したとき。 

（2）心身の故障のため修学を継続する見込がなくなったと認められるとき。 

（3）学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

（4）休学又は停学の期間が１年を超えるとき。 

（5）修学資金の貸付を辞退したとき。 

（6）虚偽その他不正な方法により修学資金の貸付を受けたことが明らかになったとき。 

（7）死亡したとき。 

（8）その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

 

（返還債務の免除） 

第 15 県社協会長は、借受人が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、貸付額に

係る返還の債務を免除するものとする。 

 （1）養成施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士又は社会福祉士の登録を行い、

県内（別表の２の場合は全国の区域。以下同じ。）において当該職種の業務（当該施

設の長を含む。）として、別表に定める業務（以下、「返還免除対象業務」という。）

に従事し、かつ、介護福祉士又は社会福祉士の登録日と当該返還免除対象業務に従事

した日のいずれか遅い日の属する月以降、５年（過疎地域自立促進特別措置法（平成

12 年法律第 15 号）第２条第１項及び第 33 条に規定する過疎地域において返還免除

対象業務に従事した場合又は中高年離職者（入学時に 45 歳以上の者であって、離職

して２年以内のものをいう。）が返還免除対象業務に従事した場合にあっては３年）

（以下「返還免除対象期間」という。）の間、引き続き、これらの業務に従事したと

き。 
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（2）返還免除対象期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の

故障のため返還免除対象業務に継続して従事することができなくなったとき。 

２ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又

は国家試験に合格できなかった場合（社会福祉士修学資金の貸付を受けた場合に限る。）

であって、借受人が次年度の国家試験を受験する意思があると県社協会長が認めたときは、

前１の（1）の「養成施設を卒業した日」を、「当該卒業年度の翌々年度の国家試験に合格

した日」と読み替えるものとする。 

３ 返還免除対象期間の算入については、以下によるものとする。 

（1）法人による人事異動により、借受人の意思によらず県外において返還免除対象業 

務に従事した期間については、返還免除対象期間に算入する。 

（2）返還免除対象業務に従事後、他種の養成施設における修学、災害、疾病、負傷、 

その他やむを得ない事由により返還免除対象業務に従事できない期間が生じた場合 

は、返還免除対象期間には算入しないものとする。ただし、引き続き、返還免除対 

象業務に従事しているものとする。 

（3）ホームヘルパー又は家政婦等の業務に従事した者は、市町村及び有料職業紹介所 

等へ登録した期間が通算 1,825 日以上、かつ、介護の業務に従事した期間が 900 日 

以上であること。ただし、中高年離職者にあっては市町村及び有料職業紹介所等へ 

登録した期間が通算 1,095 日以上、かつ、介護等の業務に従事した期間が 540 日以 

上であること。 

４ 県社協会長は、借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、貸付額（既に返還 

を受けた金額を除く。以下同じ。）に係る返還債務を当該各号に定める範囲内において免 

除することができるものとする。 

 （1）死亡し、又は障害により貸付を受けた貸付額を返還することができなくなったと 

きは、返還債務の額の全部又は一部。 

（2）長期間所在不明となっている場合等、貸付額を返還させることが困難であると認 

められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経 

過したときは、返還債務の額の全部又は一部。 

（3）県内において修学資金の貸付を受けた期間以上、返還免除対象業務に従事したとき

は、返還債務の額の一部。ただし、本人の責による事由により免職された者、特別の

事情がなく恣意的に退職した者などには、適用しない。 

５ 前４の（1）及び（2）については、相続人又は連帯保証人へ請求を行ってもなお、返還

が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用するものであること。 

６ 前４による免除できる額は、返還免除対象業務に従事した月数を、修学資金の貸付 

を受けた月数（この月数が 24 に満たないときは 24）の２分の５（中高年離職者等につい

ては２分の３）に相当する月数で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、１とす

る。）を返還債務の額に乗じて得た額とするものとする。 

 

（返 還） 

第 16 借受人が、次の各号の一に該当する場合（他種の養成施設等における修学、災害、

疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、貸付額を一括又は月賦 

による均等払（端数が生じる場合は初回の返還金に上乗せする。）により返還しなければ 

ならない。 

（1）修学資金の貸付契約が解除されたとき。 

（2）養成施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士若しくは社会福祉士として登録 

せず、又は県内において返還免除対象業務に従事しなかったとき。 

（3）県内において別表に定める返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。 
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 （4）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったと 

き。 

２ 前１に規定する月賦による返還ができる場合は、別表に定める返還免除対象業務に従事

した場合であって、前項の当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第

18 による返還債務の履行が猶予された期間と、返還免除対象業務を合算した期間とする。

ただし、５年を上限とする。 

３ 前１のほか、虚偽その他不正な方法により修学資金の貸付の申請及び貸付を受けたこと

が明らかになったときは、貸付を受けた修学資金を県社協会長が指定する期日までに一括

返還しなければならない。 

４ 借受人は、前 1 に該当するに至ったときは、その事由が生じた日から 14 日以内に返還

届（様式 19）を県社協会長に提出しなければならない。 

５ 県社協会長は、前 4 の返還届に基づき、介護福祉士修学資金等返還通知書（様式 20） 

により当該借受人及び連帯保証人に通知するものとする。 

 

（延滞利子） 

第 17 県社協会長は、借受人が正当な理由がなく貸付金を返還しなければならない日まで 

にこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日 

数に応じ、返還すべき額につき年５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するも 

のとする。 

２ 前１に規定する延滞利子の計算については、年 365 日として計算するものとする。 

３ 前２により計算した延滞利子の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切 

り捨てるものとする。ただし、延滞利子の額が 100 円未満であるときは、これを徴収し 

ないものとする。 

 

（返還債務の履行猶予） 

第 18 県社協会長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、当該各号の事由が継続す

る期間、貸付額に係る返還の債務を猶予するものとする。 

 （1）第 14 の 2 により貸付契約を解除された後も引き続き貸付決定時に在学していた養

成施設に在学しているとき。 

 （2）貸付決定時に在学していた養成施設を卒業後、引き続き、他種の養成施設等（介 

  護福祉士養成施設卒業者の場合は社会福祉士養成施設、社会福祉士養成施設卒業者の場

合は介護福祉士養成施設）において修学しているとき。 

２ 県社協会長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、当該各号の事由が継続して 

いる期間、履行期限の到来していない貸付額に係る返還の債務の履行を猶予できるもの 

とする。 

（1）県内において返還免除対象業務に従事しているとき。 

（2）災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

 

（返還猶予の申請等） 

第 19 借受人は、第 18 に該当するに至ったときは速やかに、次の書類を県社協会長に提出

しなければならない。ただし、借受人が未成年のときは連帯保証人、成人にあっては県社

協会長が認めた者の代理申請等を認めるものとする。 

（1）介護福祉士修学資金等返還猶予申請書（様式 17） 

（2）借受人が養成施設に在学している場合は在学届（様式 10） 

（3）返還免除対象業務に従事したとき、及びその業務を継続している場合、又は勤務 

先が変更になる都度に業務従事届（様式 16） 
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（4）その他やむを得ない事由の場合は、その事由が確認できる書類 

２ 県社協会長は、前項による猶予の申請があったときは、審査のうえ介護福祉士修学資 

金等返還猶予申請結果通知書（様式 18）により、その結果を借受人に通知するものとす 

る。 

 

（返還債務の免除の申請等） 

第 20 借受人は、第 15 の 1 から 4 に該当するに至ったときは速やかに、次の書類を県社協

会長に提出しなければならない。ただし、借受人が未成年のときは連帯保証人、成人にあ

っては県社協会長が認めた者の代理申請等を認めるものとする。 

（1）介護福祉士修学資金等返還免除申請書（様式 21） 

（2）業務従事届（様式 16） 

（3）その他の事由の場合は、その事由が確認できる書類 

２ 県社協会長は、前項による免除の申請があったときは、審査のうえ、介護福祉士修学 

資金等返還免除申請結果通知書（様式 22）により、その結果を借受人に通知するものと 

する。 

 

（勤務期間の計算） 

第 21 修学資金の返還猶予及び返還免除期間の算定の基礎となる勤務期間の計算は、返還

免除対象業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の前日の属する月までの

月数による。 

２ 第 15 の 3 の（3）による場合は、同時に２以上の市町村等において介護等の業務に従

事したときの勤務期間は１の期間とし、通算しないものとする。 

 

（届出義務） 

第 22 借受人は、貸付金の返還が終わるまで、又は返還の債務の免除が行われる期間、次 

に掲げる事由が発生したときは、その旨を直ちに県社協会長に届け出しなければならな 

い。 

（1）借受人の住所・氏名・勤務先に変更があったとき。（様式 11） 

（2）借受人が修学又は業務に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。（事実を証明する

書類） 

（3）借受人が休学し、停学し、復学し、転学し、又は退学したとき。（様式 13） 

（4）借受人が留年したとき。（様式 13） 

（5）借受人が卒業したとき。（様式 14） 

（6）修学資金の貸付を辞退するとき。（様式 13） 

（7）借受人が別表に定める返還免除対象業務に従事したとき（様式 16）、又は退職した

とき。（様式 11） 

（8）借受人が介護福祉士又は社会福祉士の登録簿に登録したとき。（様式 15） 

 （9）連帯保証人の氏名・住所又は職業、その他の重要な事項に変更があったとき。 

（様式 12） 

２ 借受人が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は介護福祉士等修学資金借受人異 

動事項等届出書（様式 11）に事実を証明する書類を添えて直ちに県社協会長に届け出し 

なければならない。 

 

（その他） 

第 23 県社協会長は、第 22 に定める書類のほか、必要があるときは、借受人に対し、修 

学資金の貸付の目的を達成するために必要な書類の提出又は報告を求めることができる 
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ものとする。 

 

 

附  則 

この要領は、平成 28年 4月 14日から施行し、平成 28年 4月 1日からの貸付者に適用す

る。 

  附  則 

この要領は、平成 30年 2月 28日から施行し、平成 30年 2月 1日から適用する。ただ 

し、従前の実施要領による貸付者については、従前の実施要領によるものとする。 

 

  附  則 

この要領は、平成 31年 4月 1日から施行する。ただし、従前の実施要領による貸付者に

ついては、従前の実施要領によるものとする。 
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＜別表＞ 

 

福島県介護福祉士修学資金等貸付の返還債務の免除に係る対象業務（例示） 

 

※この表は例示であるため、詳細については昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局

長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資

格の認定に係る介護等の業務の範囲について」別添１及び別添２を参考のこと。 

 

１ 福島県内において以下の施設、職種で業務に従事すること 

（1）昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務

の範囲等について」の別添１の相談援助業務の範囲に定める職種。 

（例）児童養護施設、知的障害児施設等の児童指導員、救護施設の生活指導員、特別

養護老人ホーム・老人デイサービスセンターの生活相談員、市町村社会福祉協

議会の福祉活動専門員 等 

（2）昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務

の範囲等について」の別添２の介護等の業務の範囲に定める職種。 

（例）老人デイサービスセンター・特別養護老人ホームの介護職員、指定居宅サービ

スの訪問介護員、身体障害者更生施設における介護職員 等 

（3）昭和 63 年 2 月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務

の範囲等について」の別添１及び別添２に定める当該施設の長。 

 

２ 全国を区域とする以下の施設において業務に従事すること 

（1）国立身体障害者リハビリテーションセンター 

（2）国立光明寮 

（3）国立保養所 

（4）国立児童自立支援施設 

（5）国立知的障害児施設  等 

 

 ※国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であ

って、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条第２項の委任を受けた施設、

医療型障害児入所施設「整肢療護園」、「むらさき愛育園」及び独立行政法人国立重

度障害者総合施設のぞみ園が設置する施設を含む。 

 

 

 

 


